
 医療機関からのご紹介、ご家族からのご相談を問わず、支援相談員がご相談をお受

けさせていただきます。原則として施設の見学をかねて来所頂くのが望ましいです

が、こちらから訪問させていただくことも可能です。ご本人様のお体や生活の状況、 

今後のご意向などをおたずねいたします。 

                施設の目的、入所の主旨をご理解頂いた上で、入所をご希望される場合は申込書を

提出していただきます。 

                      ご本人さまの医療的な情報が必要となるため、かかりつけ医の先生より当施設あて

に紹介状をいただくようになります。その他、関係機関による詳しい心身状態、 

ご本人さまの面接により意向の確認をさせていただきます。 

              紹介状などが届きましたら、  

      毎週火曜日に「入所判定会議」を開き入所受け入れの判定を行います。ご本人さ

まのお体の状況、ご本人様・ご家族の今後のご意向をもとに判定いたします。 

医療機関での治療が必要な方や病状が不安定な方は、利用できない場合がありま 

す。

                      入所判定会議にて「入所可」との判定となった方は、入所待機者として順番待ち

の状態となります。順番は、介護及び機能訓練の必要性を考慮し、サービスを受

ける必要性が高い方を優先的にご利用して頂きます。「入所不可」となった場合は

適切な機関へご紹介させていただきます。 

        ベッドの確保ができましたら、支援相談員よりご連絡させていただきます。入所

当日はご家族のかたの送迎をお願いしています。「入所利用同意書」の提出や入所

にあたっての注意事項などの説明をさせていただきます。手続きの際には入所さ

れるご本人様・ご家族、連帯保証人のご印鑑をご持参ください。 

初回ご相談 

お申し込み 

入所判定会議 

入所待機状態 

入所手続き 



施設の歴史の中で積み重ねた豊かな経験と実績により 

竹原むつみでは、明るく家庭的な雰囲気の中で、生きがいのある療養生活を送っていただき家庭復帰を 

目指し利用者の皆様の自立を支援することを目的としています。 

 老人保健施設とは、看護、医学的な管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常生活上の 

お世話などのサービスを提供することで、利用者様の能力に応じた日常生活を営むことができるよう 

にし、１日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援することを目的としています。 

入所に関しては、病状が安定期にあり、入院治療をする必要はないが、リハビリや看護、介護を必要 

とする要介護者（要介護度１～５）の方がご利用いただけます。 

医    療：入院の必要のない程度の要介護者の方を対象としていますが、医師・看護職員が 

常勤していますので、ご利用者の方の状態に照らして適切な医療・看護を行います。 

機 能 訓 練 ：施設内での全ての活動が機能訓練のためのリハビリテーション効果を期待したもの 

です。必要な方には個別でのリハビリテーションを実施します。 

生活サービス：当施設入所中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常にご利用者 

の立場にたったサービスを提供させていただきます。 

介護サービス：多職種により利用者様お一人お一人の施設サービス計画書を作成し、利用者様に応じた 

サービスを提供させていただきます。

※施設サービス計画書は、３ヶ月ごとに見直しを行います。 

各機関からのご紹介、ご家族等からのご相談等は支援相談員がお話をお受けさせていただきます。 

原則として施設の見学等をかねて来所いただくのが望ましいですが、難しい場合はこちらから訪問 

させていただくことも可能です。（手続き等の説明をさせていただき、ご本人様のお身体や生活の 

状況、今後のご意向等をおたずねさせていただきます） 

ご利用のお申し込みにあたり、利用希望者の介護保険被保険者証等を確認させていただきますので 

ご持参ください。 

サービスの利用や見学・入所後のご相談など、 

支援相談員がご相談をお受けしております。 

 まずは、お気軽にお電話下さい。 

【平日（月～金）：9時～17時】 

 TEL（０８４６）２２－７６２３   

 FAX（０８４６）２２－６９３２

定員：８７名 

２人部屋： ６室 

３人部屋： １室 

４人部屋：１８室 



竹原むつみ老人保健施設利用料金表（令和2年4月～） （１割負担の場合）

項目 円（税込）

要介護１ 775

要介護２ 823

要介護３ 884

要介護４ 935

要介護５ 989

30 入所から30日以内の期間

第１段階 300 １日

第２段階 390 （朝　450円）

第３段階 650 （昼　700円）

第４段階 1800 （夕　650円）

第１段階 0

第２段階

第３段階

第４段階 420

退院（所）１月以内
退院（所）１月超３月以内

14 １日

28 １日

400／100 １月

6 １食（経口移行・維持加算と併算可）

518 １回

100 １月（６カ月間に限る）

10 １月（３月に１回に限る）

239／480 １日（月に７日限度）

125 １回

300 １月（６カ月間に限る）

400 １回

120 １日

3／4 １日

18 １日

34／46 １日（要件を満たした場合）

350 １回

200 ７日限度

160 死亡日以前4～30日

820 死亡日前日及び前々日

1650 死亡日

24 １日

362 ６日まで

800 １日

450/480 １回

試行的退所時指導 400

退所時情報提供 500

退所前連携 500

訪問看護指示 300

300 １回

▲10％ 1日（所定単位数より減算）

3.9% １割負担分に乗じる

2.1% １割負担分に乗じる

日用生活品費 250 １日

教養娯楽費 実費 １日

嗜好品費 150 １日

室料（２人部屋） 440 １日

電気代（１点） 55 １日

理美容代 実費

洗濯代 実費

行事参加費 実費

施設サービス費
（基本型）

初期加算

食費

居住費 １日370

１日あたり

短期集中リハビリ
240

（入所後３ヶ月以内）
１日

240
（週３回まで）

１回
認知症短期集中リハビリ
（入所後３ヶ月以内）

若年性認知症入所者加算

栄養マネジメント加算

経口移行加算

経口維持加算Ⅰ/Ⅱ

療養食加算

緊急時治療加算

排泄支援加算

褥瘡マネジメント加算

所定疾患施設療養費Ⅰ/Ⅱ

かかりつけ医連携薬剤調整加算

低栄養リスク改善加算

再入所時栄養連携加算

１回

身体拘束廃止未実施減算

認知症専門ケア加算Ⅰ/Ⅱ

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ

在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ/Ⅱ

認知症情報提供加算

認知症行動・心理症状緊急対応加算

ターミナルケア加算

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

利用料

夜勤職員配置

外泊時加算

在宅サービスを利用した時の費用

退所時支援等加算

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

入所前後訪問指導加算Ⅰ/Ⅱ

地域連携診療計画情報提供加算


